
(令和8年1月末時点）

(1) 7 (5) 7 (6) 100.0% +1

1 (1) 1 (1) 14.3% ±0
食 料 品 製 造 業 1 1 14.3% +1

木材・木製品製造業 ±0

化 学 工 業 ±0

窯 業 土 石 製 品 製 造 業 ±0

鉄 鋼 業 ±0

非 鉄 金 属 製 造 業 ±0

金 属 製 品 製 造 業 ±0

一 般 機 械 器 具 製 造 業 (1) (1) -1

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 ±0

上 記 以 外 の 製 造 業 ±0

±0

3 (2) 3 (2) 42.9% +1

土 木 工 事 業 ±0

建 築 工 事 業 （ 木 建 除 く ） ±0

木 造 家 屋 建 築 工 事 業 ±0

そ の 他 の 建 設 業 3 (2) 3 (2) 42.9% +1

±0

±0

(1) (1) (2) -2

±0

3 (1) 3 (1) 42.9% +2
小 売 業 ±0

社 会 福 祉 施 設 ±0

飲 食 店 1 (1) 1 (1) 14.3% ±0

上 記 以 外 の 第 三 次 産 業 2 2 28.6% +2

下記リンク先

 ・労働安全衛生法の新たな化学物質規制

お知らせ

令和７年度　化学物質管理強調月間
 
　令和７年度 スローガン

 　　　　　    「　慣れた頃こそ再確認  化学物質の扱い方　」

　厚生労働省は、経済産業省、環境省等の関係行政機関、災害防止団体等安全衛
生関係団体、労働団体や事業者団体等の幅広い協力を得て、令和８年２月１日か
ら２月28日までの１か月間、化学物質管理強調月間のスローガンを定め、「化学
物質管理強調月間」を実施します。
　化学物質管理者による化学物質管理の徹底等、化学物質管理体制の構築を最重
点事項とし、事業者及び労働者が連携・協力して、日常の化学物質管理の総点検
を行いましょう。

建 設 業

運 輸 交 通 業

貨 物 取 扱 業

農 林 業

畜 産 ・ 水 産 業

第 三 次 産 業

全 産 業

製 造 業

鉱 業

岩国労働基準監督署管内の労働災害発生状況（速報値）

業                種 死亡災害
(前年同期値）

休業災害
(前年同期値）

合　計
(前年同期値）

構 成 比
対 前 年
増 減 数

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf


2 (2) 148 (123) 150 (125) 100.0% +25

26 (19) 26 (19) 17.3% +7
食 料 品 製 造 業 9 (4) 9 (4) 6.0% +5

木材・木製品製造業 2 (2) 2 (2) 1.3% ±0

化 学 工 業 5 (4) 5 (4) 3.3% +1

窯 業 土 石 製 品 製 造 業 ±0

鉄 鋼 業 ±0

非 鉄 金 属 製 造 業 1 1 0.7% +1

金 属 製 品 製 造 業 1 (2) 1 (2) 0.7% -1

一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 (2) 1 (2) 0.7% -1

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 1 0.7% +1

上 記 以 外 の 製 造 業 6 (5) 6 (5) 4.0% +1

±0

(1) 25 (14) 25 (15) 16.7% +10

土 木 工 事 業 (1) 10 (5) 10 (6) 6.7% +4

建 築 工 事 業 （ 木 建 除 く ） 5 (5) 5 (5) 3.3% ±0

木 造 家 屋 建 築 工 事 業 (1) (1) -1

そ の 他 の 建 設 業 10 (3) 10 (3) 6.7% +7

(1) 11 (7) 11 (8) 7.3% +3

2 2 1.3% +2

1 5 (4) 6 (4) 4.0% +2

1 1 0.7% +1

1 78 (79) 79 (79) 52.7% ±0
小 売 業 21 (9) 21 (9) 14.0% +12

社 会 福 祉 施 設 13 (15) 13 (15) 8.7% -2

飲 食 店 6 (9) 6 (9) 4.0% -3

上 記 以 外 の 第 三 次 産 業 1 38 (46) 39 (46) 26.0% -7

　　　(令和８年１月末集計)

岩国労働基準監督署管内の令和７年における労働災害発生状況（まとめ）

業                種 死亡災害
(前年同期値）

休業災害
(前年同期値）

合　計
(前年同期値）

構 成 比
対 前 年
増 減 数

全 産 業

製 造 業

鉱 業

建 設 業

運 輸 交 通 業

 

貨 物 取 扱 業

農 林 業

畜 産 ・ 水 産 業

第 三 次 産 業


